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行政刷新会議ワーキンググループ（提言型政策仕分け） 


評価者名簿（民間有識者等）（案） 


 


【民間有識者】 


赤井 伸郎  大阪大学大学院国際公共政策研究科 教授 


秋池 玲子  ﾎﾞｽﾄﾝｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ ﾊﾟｰﾄﾅｰ&ﾏﾈｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ 


井伊 雅子  一橋大学国際・公共政策大学院教授 


市川 眞一  クレディ・スイス証券(株) ﾁｰﾌ・ﾏｰｹｯﾄ・ｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ 


岩瀬 大輔  ライフネット生命保険（株）代表取締役副社長 


太田 康広  慶應義塾大学大学院経営管理研究科教授 


鬼木 甫   （株）情報経済研究所代表取締役所長 


梶川 融   太陽ＡＳＧ有限責任監査法人総括代表社員 


川島 博之  東京大学大学院農学生命科学科准教授 


河野 龍太郎 ＢＮＰパリバ証券会社 経済調査本部長・ﾁｰﾌｴｺﾉﾐｽﾄ 


昆 吉則   月刊「農業経営者」編集長、（株）農業技術通信社代表取締役 


佐藤 主光  一橋大学大学院・政策大学院経済学研究科教授 


鈴木 亘   学習院大学経済学部経済学科教授 


高橋 洋   富士通総研経済研究所主任研究員 


土居 丈朗  慶應義塾大学経済学部教授 


十市 勉   （財）日本エネルギー経済研究所顧問  


富田 俊基   中央大学法学部教授 
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盛田 清秀   日本大学生物資源科学部食品ビジネス学科教授 


山田 肇    東洋大学経済学部教授 


吉田 あつし  筑波大学大学院システム情報工学研究科教授 


 


 


【副大臣・大臣政務官】 


中塚 一宏  内閣府副大臣（行政刷新担当） 


園田 康博  内閣府大臣政務官（行政刷新担当） 


 


 


 


（留意点） 


※１ 評価者がいずれのワーキンググループに所属するかについては、各評価


者の知見、各ワーキンググループの参加予定人数等を考慮して、行政刷新


会議の議長が決定する。 


※２ 副大臣・大臣政務官は、両方のワーキンググループに参加することがで


きる。 


※３ 直接的な利害関係者は、評価者として提言型政策仕分け作業には加わら


ないものとする。 


※４ 行政刷新会議の議員は、評価者として参加することができる。 


※５ 行政刷新会議事務局職員やワーキンググループの評価者が、コーディネ


ーターとして加わる場合がある（評価は行わない）。 


※６ 対象項目に知見を有する有識者が、参考人として加わる場合がある（評


価は行わない。） 


（敬称略） 


（五十音順・敬称略）








平成23年 11月 11日 


                                                    行 政 刷 新 会 議 


 


 


行政事業レビュー（国丸ごと仕分け）の検証結果を踏まえた対応について（案） 


 


 


１ 各府省における平成23年の行政事業レビューについては、「平成23年におけ


る「国丸ごと仕分け」（行政事業レビュー）について」（第 16 回行政刷新会議


決定）に基づき、各府省の点検が十分なものとなっているか、行政事業レビュ


ーの点検結果が的確に平成 24 年度概算要求に反映されているか等について、


チェックを行った。 


 


２ その結果、「平成23年における行政事業レビュー（「国丸ごと仕分け」）の取


組と今後の課題」（第21回行政刷新会議了承）において、本年のレビューにお


ける課題を示したところであるが、チェック作業において、次のような、更に


見直しの余地があると考えられる事例があった。 


・ 過去の事業仕分けや公開プロセス、行政事業レビュー等（以下「事業仕分


け等という。」の対象となった事業について、仕分けの結果等を踏まえた見


直しが行われていない、又は十分な対応を行っていない事例(例1) 


・ 事業仕分け等において廃止などと結論づけられた事業について、類似のも


のが 24 年度概算要求において、名称が異なる新規事業の一部として要求さ


れている事例(例2) 


・ 事業仕分け等の結果等を踏まえ、事業メニューの改善等を行ったとする一


方で、事業全体では24年度要求が大きく増加している事例(例3) 


 


３ これらの事例に該当する事業の存在を放置すれば、「各府省における政策効果


の高い事業の立案、効率的な予算の執行等を不断に進めるとともに、国の行政


に関する国民への説明責任と透明性を確保する」という行政事業レビューの意


義を損なうおそれがある。 


 


４ このため、これらの事例に該当する事業については、例示として別紙に指摘


したものを含め、関係府省・部局において、平成24年度予算編成過程の中で、
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広く国民に対する説明責任を果たしつつ、適切な対応を行うことを求めていく


こととしたい。 


 


５ なお、本年の行政事業レビューシートの検証の結果の一部については、「提言


型政策仕分け」の対象選定にも活用したところである。 


 


６ 一方、本年は、3 月に発生した東日本大震災への対応に政府一丸となって取


り組んでいることを踏まえ、4 月 7 日の行政刷新会議決定により、公開プロセ


スの実施及び行政事業レビューシートの中間公表等は要しないこととされ、ま


た、24 年度予算概算要求期限も 9 月 30 日に延びたことから、レビューシート


の公表期日が延期されたところである。このような中で、本年においては、過


去の事業仕分けや公開プロセスで取り上げられた事業を中心に、各府省の点検


結果に係る疑問点を照会するなどの方法で、行政事業レビューのチェックを行


ったものである。 


   


７ 来年以降の行政事業レビューにおいては、外部性・公開性等を有するレビュ


ーにおいて重要な位置を占め、本来行うこととなっている公開プロセスやレビ


ューシートの中間公表及び最終公表を着実に実施するなど、各府省に積極的な


対応を求めていくこととしたい。また、行政刷新会議における検証についても、


更に詳細に精査を行うことによって、事業仕分けの内生化・定常化ともいうべ


き行政事業レビューの真の定着を図り、行政機能のより一層の強化を実現して


いくこととしたい。 
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（例 1の事例） 


内閣府 


事業名等 


（平成23年行政事業


レビュー事業番号）


文化資源活用型観光戦略モデル構築事業（0087） 


文化観光戦略推進事業（H24新規0012） 


指摘内容 本事業は、22年行政事業レビュー公開プロセスにて廃止を含めた


見直しが指摘されているが、「過去の事業仕分け等の反映状況の検


証結果を踏まえた対応について」（平成22年11月9日行政刷新会議


決定）で指摘の通り、同様の事業を補助する「文化観光戦略推進事


業」が規模を拡充して23年度新規要求されている。さらに、24年度


も引き続き増額要求されており、レビューを踏まえた対応が十分に


行われているとは言い難い。 


参 考 


（これまでの事業仕分け


結果等） 


○２２年行政事業レビュー公開プロセス 事業番号００７０ 


「文化資源活用型観光戦略モデル構築事業」 


・評価結果：大幅な改善を要し、一部事業の廃止を検討する。 


※「沖縄における産業振興（観光）」として、当該事業を含め、


３事業を一括評価。 


・とりまとめコメント 


グランドデザインたる沖縄振興計画や観光計画との関連性、具体


の目標設定の妥当性が低い。 


個別の事業の成果や費用対効果の説明が不十分。特にセミナー、


トップスクール、文化資源は廃止も含め見直しが必要。 


 


○「過去の事業仕分け等の反映状況の検証結果を踏まえた対応につ


いて」（平成２２年１１月９日行政刷新会議決定） 


・指摘内容 


「文化資源活用型観光戦略モデル構築事業」は平成２２年度限り


で廃止された。一方、平成２３年度には、文化・芸能を活用し、観


光誘客が期待できる持続可能な地域主体のイベントの事業化支援


及び当該イベントを核とした旅行プロモーションの実施や、有識者


による評価及び課題の抽出・解決に向けた提言など、廃止事業で行


っていたものと同様の事業を補助する「文化観光戦略推進事業」が


規模を拡充して新規に要求されており、行政事業レビュー公開プロ


セスにおける指摘事項等を踏まえた対応が十分に行われていると


は言い難い。 
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総務省 


事業名等 


（平成23年行政事業


レビュー事業番号）


明るい選挙推進費（常時啓発活動に要する経費）(0021) 


指摘内容  本事業に関するこれまでの事業仕分けの評価結果はいずれも「廃


止」であり、24年度要求においては、従来のやり方をすべて廃止し、


常時啓発事業のあり方等研究会の検討結果を踏まえ、抜本的な見直


しを行ったとのことだが、要求額は昨年度より増額となっており、


貴省の予算監視・効率化チームにおいても経費の効率化を図るべき


とされていることからも、これまでの仕分け結果に沿った対応がな


されているとは言い難い。 


参 考 


（これまでの事業仕分け


結果等） 


 


○事業仕分け第１弾：廃止 


廃止、予算計上見送り、予算要求の縮減といった意見があった。


この中でコメントとして、本事業は歴史的な役割を終えたのではな


いか、ポスターコンクールや研修については成果に結びついていな


い、といったものがあった。 


よって、当ワーキングとしては、廃止という結論とする。 


○事業仕分け第３弾：事業仕分け第１弾の評価結果（廃止）が反映


されていない。事業仕分け第１弾の評価結果の確実な実施 


 評価結果が「反映されていない」ということでそろっているので、


今日の仕分けの結論としては、事業仕分け第１弾の評価結果の確実


な実施ということを結論とする。政務官からのご説明のあった、現


場のボランタリーの活動をつぶしてはいけないということはその


とおりだと思うし、常時啓発が必要である、重要であるということ


も異論はないが、そこに向けた見直しのスピードや手法について


は、仕分けの結論に沿ったものとは残念ながら申し上げられない。


現場のボランタリーな人たちと、常時啓発の必要性というところは


踏まえながらも、もう一度抜本的に、早いスピードで見直しをする


こととして、従来のやり方は廃止していただきたい。 
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外務省 


事業名等 


（平成23年行政事業


レビュー事業番号） 


国際問題調査研究事務費等補助金(0250) 


 


指摘内容 「(財)日本国際問題研究所補助金」の廃止に伴い平成 22 年度に新


設された、「国際問題調査研究事業費等補助金」のうち、「国際問題調


査研究・提言事業費補助金」及び「調査研究機関間対話・交流促進事


業費等補助金」は、交付先が公募により競争的に決定されているが、


平成 22 年度予算執行額約 2.8 億円に対し(財)日本国際問題研究所へ


の交付額は 2.6 億円、平成 23 年度の予算額約 2.6 億円に対し同研究


所への交付予定額は約 2.4 億円となっている。 


また、「調査研究機関間対話・交流促進事業費等補助金」について


は、5年間同一の研究機関を交付先とする条件のもとで公募を行って


いる。このように両補助金は実質的な競争性が担保されているとは言


い難い。 


さらに、「国際問題調査研究機関運営支援補助金」は、必要な研究


に対する競争的資金ではなく、平成 22 年度から平成 26 年度までの 5


年間に渡り(財)日本国際問題研究所への人件費等の一部を援助し続


けるものである。このように仕分け第 1弾における「(財)日本国際問


題研究所補助金」の評価結果に則した対応が十分行われているとは言


い難い。 


参 考 


（これまでの事業仕分


け結果等） 


 


○事業仕分け第1弾 事業番号2-42 


・評価結果:廃止 


・とりまとめコメント:この国際問題研究所への補助金の廃止を結論


としたい。しかしながら、外交政策及び外交に関する調査・研究は重


要であり、必要な研究については競争的研究資金によって適切なとこ


ろに発注するようにしてほしい。この民間の法人が、本当に民間の組


織なのか、政府の組織なのか、天下りの状況、組織の状況、補助金の


状況を見ると非常に不明確であり、この組織への補助金は廃止とさせ


ていただく。 


○「過去の事業仕分け等の反映状況の検証結果を踏まえた対応につい


て」(指摘内容) 


「(財)日本国際問題研究所補助金」の廃止に伴い平成22年度に新設


された、「国際問題調査研究事業費等補助金」のうち、「国際問題調


査研究・提言事業費補助金」及び「調査研究機関間対話交流促進事業


費等補助金」は、交付先が公募により競争的に決定されているが、予







4 


 


算額2.8億円に対し、〈財〉日本国際問題研究所への交付予定額は2.6


億円となっており、実質的な競争性が担保されているとは言いがた


い。また、「国際問題調査研究機関運営支援補助金」は、必要な研究


に対する競争的資金ではなく、平成22年度から平成26年度までの5年


間に渡り(財)日本国際問題研究所への人件費等の一部を補助し続け


るものである。このように、事業仕分け第1弾における「(財)日本国


際問題研究所補助金」の評価結果に則した対応が十分行われていると


は言いがたい。 
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文部科学省 


事業名等 


（平成23年行政事業


レビュー事業番号） 


全国学力・学習状況調査の実施(0080) 


きめ細かい調査の制度設計に係る調査研究(H24新規0012) 


指摘内容 平成24年度要求において、平成25年度に「きめ細かい調査」を行う


ための準備経費及び制度設計に係る調査研究経費を要求しており、そ


の基本的な枠組みについては年内に決定したいとのことだが、「きめ


細かい調査」の内容の決定にあたっては、「抽出対象の絞り込み」と


いう事業仕分けの評価結果との整合性に十分留意すべきである。 


参 考 


（これまでの事業仕分


け結果等） 


 


○事業仕分け第１弾 事業番号３－５４ 


「全国学力・体力テスト」 


・評価結果：予算要求の大幅縮減（抽出対象の絞込み） 


・とりまとめコメント 


廃止５名（学力テストの廃止５名、体力テストの廃止６名）、自治


体/民間の判断1 名、予算計上見送り２名、予算要求の縮減６名であ


り、その内訳は、半額１名、1/3 程度縮減３名、９割縮減１名、６％


抽出1 名である。基本的には半分以上の評価者が今のようなやり方の


学力テスト・体力テストはやめるべきとしており、継続して傾向が取


れるようなやり方・方法で、抽出する対象を絞り込むということをＷ


Ｇの結論とする。 
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事業名等 


（平成23年行政事業


レビュー事業番号） 


大学教育質向上推進事業(0143) 


大学生の就学力育成支援事業(0145) 


指摘内容 「大学教育質向上推進事業」については継続課題を終期である平成


24年度まで実施することとされており、また「大学の就学力育成支援


事業」については継続課題を終期である平成26年度まで実施すること


とされており、一定の縮減はなされているものの、「国の事業として


廃止」とされ「継続事業についても相当メリハリをつけ、踏み込んで、


早期に廃止」とされた事業仕分け第3弾における評価結果を踏まえた


対応が十分に行われているとは言い難い 


参 考 


（これまでの事業仕分


け結果等） 


 


○事業仕分け第３弾 事業番号Ａ－２６ 


「大学関係事業（その２）」 


・評価結果：国の事業として廃止 


・とりまとめコメント 


 いずれの事業も本来、大学の業務であり、このような補助を行うこ


とは認められない。３事業とも廃止と結論とする。 


継続事業についても相当メリハリをつけ、踏み込んで、早期に廃止


していただきたい。 
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厚生労働省 


事業名等 


（平成23年行政事業


レビュー事業番号）


（独）国立病院機構運営費交付金 


（0099「独立行政法人国立病院機構運営費」） 


指摘内容  事業仕分け第3弾では、評価者12人中11人が廃止、予算計上の見


送り、予算要求の縮減の票を投じたが、判定しようがないような会


計の状況、ガバナンスの状況であることから「判定不能」の評価結


果となった。 


その際、「キャッシュフローは十分に余裕があり、診療報酬改定


の影響も加味する必要がある。」、「潤沢なキャッシュフローが存


する。必要適正な設備投資額を計算の上、余剰分につき運営費交付


金を削除すべき」、「独立採算を前提として、運営費交付金の対象


から外すべき」等々の評価者コメントが提起された。 


また、平成22年度決算において435億円の運営費交付金を大きく


上回る583億円（対前年度比＋195億円増）の経常利益を計上したと


ころであり、「国立病院・療養所の独立行政法人における財政運営


と効率化方策に関する懇談会」の報告書（平成15年4月）で「国民


負担の軽減という観点を踏まえ、将来的には運営費交付金依存状況


から脱却できるよう体質を強化していくことが肝要」と提言されて


いることや事業仕分け第3弾の評価者コメントも踏まえ運営費交付


金のあり方について見直すべき。 


参 考 


（これまでの事業仕分け


結果等） 


 


○事業仕分け第３弾後半 事業番号Ａ－１１ 


「（独）国立病院機構運営費交付金」 


・評価結果：判定不能 


・とりまとめコメント 


今の状況では判定しようがない。判定しようがないような会計の


状況、ガバナンスの状況であり、これを抜本的に見直していただく。


少なくとも設備投資計画、その償還計画、キャッシュの計画、こ


れらを作成し、第三者のチェックを受けて、それをきちんと説明で


きる体制を早急に作ること。そもそも今の状況で独立して経営をし


ていただいていることがいいのか心配である。 
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事業名等 


（平成23年行政事業


レビュー事業番号）


紙台帳等とコンピュータ記録との突合せ 


（0775「日本年金機構運営費交付金」） 


指摘内容  事業仕分け第3弾において、本事業について「総合評価方式を見


直し、価格競争を重視した入札・調達に変えることによって予算要


求を2割程度圧縮」とされたほか、年金特別会計業務勘定や日本年


金機構運営費交付金について「予算を不断に厳しく見直す」「徹底


的な事業効率化」とされたことを受け、平成23年度予算では、「契


約及び作業体制の見直し等により事業の効率化を図り、要求額から


△16％削減」したところであるが、業務委託先の全29拠点における


処理コストの実績が出そろい、拠点ごとの処理効率に大きな開きが


あることが明らかになっているにも関わらず、処理コストが高い拠


点が未だ残っているなど、事業仕分け第3弾の評価結果に則した対


応が十分に行われていない。 


参 考 


（これまでの事業仕分け


結果等） 


 


○事業仕分け第３弾前半 事業番号Ａ－６ 


「年金特別会計 社会保険事業運営費①（１）日本年金機構運営費


交付金」 


・評価結果：機構の運営に関し、意識改革の強化により徹底的な事


業効率化を図るとともに予算要求の圧縮を図る 


・とりまとめ内容 


事業を効率化。特にコスト意識の徹底。機構の意識改革やガバナ


ンスの強化がまだできていないことから、かなりの意識をもって抜


本的に効率的な運営を行う。 


 


「年金特別会計 社会保険事業運営費①（２）紙台帳等とコンピュ


ータ記録との突合せ」 


・評価結果：総合評価方式を見直し、価格競争を重視した入札・調


達に変えることによって予算要求を２割程度圧縮 


・とりまとめ内容 


 総合評価方式を見直し、価格競争を重視した入札・調達に変える


ことによって予算を圧縮。金額は２割程度圧縮を目標。 


 


○事業仕分け第３弾前半 事業番号Ａ－９ 


「年金特別会計 制度のあり方について」（※業務勘定関係抜粋）


特別会計の枠組みのあり方（主体・区分経理） 


・評価結果：業務勘定については、予算を不断に厳しく見直すべき


・とりまとめ内容 
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 業務勘定については、年金に関するさまざまな使われ方に納得が


得られないという指摘がされたこともあり、予算の不断の見直しを


厳しく行っていただきたい。 
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農林水産省 


事業名等 


（平成23年行政事業


レビュー事業番号） 


食料自給率向上国民運動拡大対策（0002） 


日本型食生活の推進（0004） 


指摘内容 行政事業レビューシートにより平成22年度の執行状況を見ると、テ


レビや新聞、雑誌、web等のための支出が依然として大部分を占めて


おり、「新しい前向きなやり方に変えてほしい」という過去の事業仕


分けにおける指摘を踏まえ、広告費の効果等を検証した見直しが進め


られているとは言い難い。 


参 考 


（これまでの事業仕分


け結果等） 


 


○事業仕分け第１弾 事業番号３－２９（１） 


「食料自給率向上国民運動拡大推進事業」 


・評価結果：予算要求の縮減 


・とりまとめコメント： 


国産農産物消費拡大・販売促進事業については、４つの事業につい


て若干意見が割れているが、傾向としては、各評価人とも同じ方向性


でした。全体として、廃止が各１～４名、 も多い予算要求の縮減は、


半額縮減が各４～５名、１/３縮減が各２～３名、その他の縮減が各


２名という傾向であった。意見としては、牛乳については離島支援は


継続すべきだという点は共通している。また、事業の必要性について


は誰も否定はしていない。ただ、内容として、あまりにも歴史のある


やり方が続けられているような印象を受けるので、ここはぜひ新しい


前向きなやり方に変えてほしいということで、当ＷＧとしては、「予


算要求の縮減」ということでまとめる。 


・評価者のコメント（抜粋） 


「消費者を対象としたＴＶ、ＣＭ、新聞、雑誌による啓発事業はもも


はや不要。」 


「広報活動をマスメディアに頼る時期は終わった。」 


「広報代理店はもうかるが、目的実現のための有効性は疑わしい。」


「広告費の効果がどの程度なのか。効果の妥当性のチェックが必要。


各手段の効率性のチェック・確認が必要ではないか。」 
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事業名等 


（平成23年行政事業


レビュー事業番号） 


農山漁村活性化プロジェクト支援交付金（0155） 


指摘内容 農林漁業体験施設、農林水産物直売施設等の整備について、H19～


H22年度に本事業で整備された施設数は、農林漁業体験施設が43施設、


農林水産物直売施設が73施設に過ぎない。 


全国の直売所数は13,538（2005年センサス）もある中で、本事業に


よる整備数はごく一部であり、「自治体が行っていることを精査し、


より計画的に行うべき」、「直売施設などすでに自らやっているもの


も多く予算の縮減は可能ではないか」等とされた過去の仕分けの指摘


を踏まえた見直しが行われているとは言い難い。 


参 考 


（これまでの事業仕分


け結果等） 


 


○事業仕分け第１弾 事業番号３－１４（１） 


「農村振興関係②（農山漁村活性化プロジェクト支援交付金）」 


・評価結果：予算要求の縮減 


・とりまとめコメント 


農山漁村活性化プロジェクトについては、廃止３名、自治体の判断


に任せる１名、予算要求の縮減５名、うち１/３程度２名、半額２名、


その他１名、縮減においても、全て縮減というよりも、自治体が行っ


ていることを精査し、より計画的に行うべき、ということで、当WG


としては予算要求の縮減ということでお願いしたい。 
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事業名等 


（平成23年行政事業


レビュー事業番号） 


内水面漁業振興対策事業（0303） 


指摘内容 平成22年９月に本事業に関し、不適正な経理処理が発覚したことも


踏まえると、予算監視・効率化チームが示した「全国内水面漁業協同


組合を経由せずに効率化することが適当」との所見に沿った交付ルー


トの見直しが行われていない。 


国は「全国的な視点から内水面漁業振興に必要な技術開発、国際関


係や都市との交流を含む広域に係る取組を行う。一方、地方は国が開


発した技術や国レベルの広域に係る取組を踏まえ、地域の特性や実状


に応じた内水面漁業振興に係る取組を実施する。」との考え方を踏ま


えると、「カワウ・外来魚の駆除対策、ウナギの資源増殖の取組につ


いて、目標設定や成果の検証が不十分である」との所見に沿った抜本


的な改善が行われているとは言い難い。 


参 考 


（これまでの事業仕分


け結果等） 


 


○平成23年行政事業レビューシート 


・予算監視・効率化チームの所見：抜本的改善 


 本事業は、前年も１者応札であったところであるが、資金の流れの


D、Fについては、公募・一般競争入札としているが、１者応札となっ


ている。また、全国内水面漁業協同組合連合会を経由せず効率化する


ことが適当であり、カワウ・外来魚の駆除対策、ウナギの資源増殖の


取組について、目標設定や成果の検証が不十分である。以上のことか


ら「支出先の選定における競争性・透明性の一層の向上」、「交付ル


ートの見直し」、「目標設定と成果測定の実施」を行うべきであり、


本事業としては「抜本的改善」とする。 


 


・上記の予算監視・効率化チームの所見を踏まえた改善点（概算要求


における反映状況等）（抄） 


② 交付先ルートについては、本事業がカワウ・外来魚の駆除やウナ


ギ資源の減少等、全国的及び国際的な問題に対して広域的な取組を


行うものであり、漁業者関係等が個別に対応できる内容ではないこ


とから、事業実施主体が広域的な調整を図りながら漁業関係者と一


体となった現在の仕組みが有効な方法と考える。 


③ 目標設定と成果測定については、カワウ・外来魚対策に関しては、


現在実施しているアンケート調査による評価手法に加え、事業実施


主体及び漁業関係者にも目標を設定させ、事後に自己評価を行う手


法を導入し、効果測定の改善を図ることとする。ウナギ資源に関し


ては、放流稚魚・親魚についてモニタリングできる体制を本年度か
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ら整備し放流効果の検証を行うことで、事後評価の改善を図ること


とした。 
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国土交通省 


事業名等 


（平成23年行政事業


レビュー事業番号） 


訪日旅行促進事業（ビジット・ジャパン事業）(0452) 


Fly to Japan!事業(H24新規2059) 


指摘内容 訪日旅行促進事業については、第1弾及び第3弾事業仕分けにおいて


「効果測定が十分に行われていないのではないか」との指摘を受け、


KPI（重要業績評価指標）測定を導入し、政策効果の測定を始めてい


るが、アンケート結果が有意であるか確認ができていないなど課題が


あり、まずは効果測定の信頼性を担保すべきである。また、在外公館


との連携を図るべきである。 


MICE(注)についても、過去の事業仕分けにおいて「予算計上見送り」


とされ、「事業効果に疑問がある」、「費用対効果が合わないのでは


ないか」、「抜本的に手法を見直すべき」といった意見等が出された


ことを踏まえ適切に対応すべきである。 


また、Fly to Japan!事業についても、訪日の促進を図る点では訪


日旅行促進事業と同じであることから、 訪日旅行促進事業の事業仕


分け結果を踏まえつつ、執行面の問題点を解決できるように適切に対


応すべきである。 


 


（注）MICEとは、企業等の会議（Meeting）、企業等の行う報奨・研


修旅行（インセンティブ旅行）（Incentive Travel）、国際機関・団


体、学会等が行う国際会議（Convention）、イベント、展示会・見本


市（Event/Exhibition） の頭文字のこと。多くの集客交流が見込ま


れるビジネスイベントなどの総称。 


参 考 


（これまでの事業仕分


け結果等） 


 


（事業仕分け第1弾） 


訪日外国人3000万人プログラム第1期事業 


○ＷＧの評価結果 


予算要求の縮減（半額を縮減） 


○とりまとめコメント 


観光が非常に重要であることは繰り返し確認し、評価者にもその点


にまったく異論はなかった。 


マーケティング不足、リサーチ不足は否めないのではないか、それ


をしっかり行った上で施策を打たないといけないのではないか、税金


の使い方としていかがなものだろうかとの意見があり、また、建設的


意見として、中身を組み替えてリサーチに特化したらどうかとの意見


もあった。しっかりとマーケティング・リサーチを行うのは当然。 
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WG の結論としては、中身についてしっかりと見直しを行った形で、


積極的観光政策をとっていただきたい。予算要求の半額の縮減を結論


としたい。 


なお、大幅な増要求が行われた中で半額程度という評決結果となっ


たことは、観光庁に対する強い期待の現れであることを付言する。 


 


（事業仕分け第３弾 再仕分け） 


(1)-1訪日旅行促進事業（ビジット・ジャパン事業） 


(1)-2『訪日旅行促進事業(ビジット・ジャパン事業)』(特別枠要望分)


(2)国際会議の開催・誘致の推進 


○WGの評価結果 


(１)－１予算要求を縮減（１/３）し、内容を見直す  


(１)－２（特別要望枠分）見直しを要する  


（２）来年度の予算計上は見送り 


○とりまとめコメント 


(1)-1訪日旅行促進事業については、本体部分と特別枠部分に分かれ


ているが、まず本体の部分についての評価者12人の内訳は、予算要求


見送りが1名、縮減が10名。その10名の内訳は半額が４名、１/３縮減


が３名、２割縮減が２名、1割縮減が1名。予算要求通りが1名だが、


その方も抜本的な改善をするという前提であった。 


 評価者から多かったコメントは、効果測定が十分に行われていない


のではないか、広告宣伝のあり方を徹底的に見直すべきではないか、


施策の重点化をすべきではないかといったものであった。 


当WGとしては予算要求の1/3を縮減し内容を見直すことを結論とす


る。 


(1)-2（特別枠要望分）12人の評価者の内訳は、見直しが11名、その


他が1名であった。主なコメントとしては、特別枠要望分はそれ以外


の概算要求額の中でやるべきではないか、効果検証がない中での投資


は合理的ではないのではないか、広告宣伝費をあまり使わない方策を


考えるべきではないかといったものであった。 


WGとしては、こうしたご意見を、特別枠要望を担当する評価会議に


お伝えてしてまいりたい。 


(2) 12名の評価者の方の内訳は、廃止が3名、予算計上見送りが2名、


予算縮減が6名。この6名の内訳は半額が1名、1/3縮減が3名、１割縮


減が2名。予算要求どおりが1名であった。 


評価者からは、事業効果に疑問がある、費用対効果が合わないので


はないか、抜本的に手法を見直すべきという意見等が寄せられてい


る。本WGとしては予算計上見送りを結論とする。 
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（平成22年 ６月行政事業レビュー公開プロセス） 


○抜本的な改善 これまでの事業の効果検証を徹底するとともに、予


算の使途やJNTOとの役割分担を早急に見直すべき。 
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環境省 


事業名等 


（平成23年行政事業


レビュー事業番号）


生物多様性の保全・活用による元気な地域づくり(H23新規0010) 


（うち山岳環境保全対策事業） 


 


指摘内容  本事業に対する「過去の事業仕分け等の反映状況の検証結果を踏


まえた対応について」（平成22年11月9日行政刷新会議決定）での


指摘は「費用負担のあり方の検討を先送りにしたまま、時限的な措


置との名目で、廃止とされた事業と同様の補助をし続けている」点


にあるが、費用負担のあり方の検討を地域協議会に促しているとは


いえ、全体的な見通しが立っていないまま、昨年と同額の要求して


いることから、指摘を踏まえた対応がなされているとは言い難い。


参 考 


（これまでの事業仕分け


結果等） 


 


○環境省行政事業レビュー公開プロセス 事業番号３ 


「山岳環境等浄化・安全対策緊急事業費補助」 


・評価結果：廃止 


・取りまとめコメント 


本来、山岳地帯の景観管理に要するコストは入山者の方が負担す


べきと考える。山小屋に対して、適切な使用料の徴収により、設備


の整備及びメンテナンスを行う方向に改めるべきであろう。 


公共性の定義を明らかにして、国民に理解していただく必要があ


る。 


入山規制等の規則面の強化による自然・景観保全に重心を移すべ


き。 


 


○過去の事業仕分け等の反映状況の検証結果を踏まえた対応につ


いて 


山岳トイレの整備を内容とする｢山岳環境等浄化・安全対策緊急


事業費補助｣が平成２２年度限りで廃止される一方で、平成２３年


度特別要望枠において、新たに｢生物多様性の保全･活用による元気


な地域づくり事業（うち山岳環境保全対策事業）」が計上されてい


る。そこには、入山者の規制等の総合的な環境対策について検討す


る「総合的山岳環境保全対策推進事業（25百万）」と、民間山小屋


のトイレ整備補助（１０年間の継続を想定）として「山岳環境保全


対策支援事業（150百万）」が含まれている(計175百万円)。 


この事業は、環境省内で有識者を交えた検討会の中間報告を踏ま


えて要望がなされているとされているものの、本来早期に結論を出


すべき今後の費用負担のあり方の検討を先送りにし、旧事業におい
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て想定されていた全ての補助対象を時限的な措置との名目で補助


し続けることにもなりかねないものとなっており、行政事業レビュ


ー公開プロセスの評価結果を踏まえた対応がなされているとは言


い難い。 
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防衛省 


事業名等 


（平成23年行政事業


レビュー事業番号） 


自衛隊の広報事業（大規模広報施設及び行事広報） 


（0060「行事広報」・0062「大規模広報施設」） 


指摘内容 大規模規模広報施設の民間委託については、航空自衛隊エアーパー


クの体験型展示について体験料徴収も含めて民間委託する方向で計


画作成に必要な調査が行われている以外に、事業仕分け第1弾の評価


結果に即した対応に実質的な進展が見られない。 


また、大規模広報施設の入場料の徴収については、平成22年11月か


ら平成23年度1月にかけて入場料徴収実験が実施されたが、試験の結


果及び、それを踏まえどのような検討を行ったかについて、一般に情


報が公表されておらず、説明責任を十分に果たしているとは言い難


い。 


行事広報について、全国に32ある自衛隊の音楽隊には、人件費も含


め約111億円の経費がかかっているところであるが、音楽まつり等の


自衛隊主催の演奏会については、事業仕分け第1弾の評価結果を踏ま


えた改善が行われていない。 


参 考 


（これまでの事業仕分


け結果等） 


 


○事業仕分け第１弾 事業番号３－４２（１） 


自衛隊の広報事業（大規模広報施設・行事） 


・評価結果：予算を削減（入場料の徴収を含め民間委託） 


・とりまとめコメント 


「自衛隊の広報事業（大規模広報施設・行事）については、有料化に


よる質の向上や駐屯地の活用をすべき等のその他の意見が４名、国が


入場料を徴収し民間委託すべきとの意見が２名、残る10名は、予算を


削減、すなわち、入場料の徴収を含め民間委託すべきとの意見であっ


た。当ＷＧとしては、予算の削減を結論とする。」 


 


○「過去の事業仕分け等の反映状況の検証結果を踏まえた対応につい


て」(指摘内容) 


「大規模広報施設については、平成２２年度は１１月から当分の間、


国の運営の下、入場料を試行的に徴収しており、平成２３年度より入


場料徴収を含め民間委託する方向で検討することとされている。一


方、音楽隊には隊員1,100人余の人件費等約５７億円の総コストがか


かっているところであるが、音楽まつりについては、有料化は実施し


ないこととされている。」 
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事業名等 


（平成23年行政事業


レビュー事業番号） 


被服のコスト 


銃器類・弾薬のコスト 


指摘内容 「被服のコスト」については、事業仕分け第1弾以降の約2年間の間


に、ネクタイについて新たに製造場所を国内に限定しなくなったもの


の、仕分けの指摘を踏まえた調達ルートの多様化を図るためのその他


の取組が行われていない。 


「銃器類・弾薬のコスト」については、事業仕分け第1弾で指摘の


あった輸入調達の導入、拡大については、現在までに何ら実質的な見


直しが行われていない。 


参 考 


（これまでの事業仕分


け結果等） 


 


○事業仕分け第１弾 事業番号３－５８ 


備品、被服、銃器類・弾薬のコスト 


（２）被服 


・評価結果：予算要求の縮減 


・とりまとめコメント 


被服の調達については、予算要求通り２名、予算要求の縮減１０名


と意見が分かれた。評価者の意見も、調達ルートの多様化を図る、国


内産にこだわることなく、海外を含めた多様な入手の可能性、発注経


路を探るべきとの意見であった。当ＷＧとしては予算要求の縮減を結


論とする。 


（３） 弾薬 


・評価結果：見直しを行う 


・とりまとめコメント 


銃器類・弾薬の調達については、見直しを行わない１名、見直しを


行う１１名、であった。見直しとした意見の中では、全員が輸入調達


の導入・拡大をすべきとの意見を述べ、さらに有事の対応についての


検証が必要であるとする意見もあった。輸入調達の導入・拡大につい


ては、コスト・供給の安定を図る 


 


  







21 


 


 


事業名等 


（平成23年行政事業


レビュー事業番号）


自衛官の実員 


指摘内容 自衛官の実員については、平成22年12月17日に閣議決定された、


平成23年度以降に係る防衛計画の大綱において、「人事制度の抜本


的な見直しにより、人件費の抑制・効率化とともに若年化による精


強性の向上等を推進し、人件費の比率が高く、自衛隊の活動経費を


圧迫している防衛予算の構造の改善を図る。」とされており、また


同日に閣議決定された「中期防衛力整備計画（平成23年度～平成27


年度）」においては、「人事制度改革を実施し、人件費の追加的な


負担を招かない範囲で所要の実員を確保する」とされている。 


しかしながら、階級、年齢構成等の人事管理制度の見直し、後方


任用制度、早期退職制度の導入等の人事制度改革については未だ検


討段階にあり、事業仕分けの評価結果等を踏まえた具体的な方策が


明らかにされていない。 


参 考 


（これまでの事業仕分け


結果等） 


 


○事業仕分け第１弾 事業番号３-６１ 自衛官の実員増要求 


・評価結果：来年度の予算計上は見送り 


・とりまとめコメント：長島政務官から建設的な意見提起もあった


が、廃止、予算計上見送り、１０割縮減、という意見が全体の３分


の２を占めており、いずれにせよ実員増要求は認め難い。当ＷＧと


しては、予算要求は認められない、との結論とする。本議論で明ら


かになった、定数減をしながら実は予算が減っていない、アウトソ


ーシングのコストが削減された人件費とイコールである、というケ


ースは、防衛省に限らない可能性がある。したがって、行政刷新会


議で示された８項目＋１項目（地方移管）の横串項目に加えて、全


省庁を通じて、定数減の分のコストがアウトソーシングの結果下が


っているのか、という点を、行政刷新会議で横串項目として検討す


ることを提起したい。 


 


○「過去の事業仕分け等の反映状況の検証結果を踏まえた対応につ


いて」(指摘内容) 


「防衛省においては、実員純減計画の期間中であるが、もともと他


省庁に比べて低く設定された純減目標に対して現時点で大幅に未


達になっている。また、後方部隊等からの配転や後方部隊における


アウトソーシングの拡大など、業務の合理化・効率化、省人化への


取組に係る具体的な方策が明らかにされていない。」 
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（例 2の事例） 


文部科学省 


事業名等 


（平成23年行政事業


レビュー事業番号） 


先導的ＩＴスペシャリスト育成推進プログラム(0141) 


産学協働によるIT実践教育のための中核拠点整備事業(H24新規0018)


 


指摘内容  平成24年度新規要求である「産学協働によるIT実践教育のための中


核拠点整備事業」については、産業界との連携による教育拠点形成を


行うという点で、22年度限りで廃止したとされている「先導的ＩＴス


ペシャリスト育成推進プログラム」と類似しており、平成22年の行政


事業レビュー公開プロセス結果を踏まえた対応が十分に行われてい


るとは言い難い。 


参 考 


（これまでの事業仕分


け結果等） 


 


○平成２２年度文部科学省公開プロセス 事業番号２ 


「先導的ＩＴスペシャリスト育成推進プログラム」 


・評価結果：廃止 


・とりまとめコメント 


本事業については、廃止４名との結果を踏まえ、廃止という結論と


し、第一に、本事業がどのような人材を育成しようとしているのかや、


そのための戦略など事業の目的や手法、投資効果をさらに明確にすべ


き、第二に、ＩＴ分野のスペシャリストの育成は、そもそも大学や高


専の本来業務であり、大学等の教育活動強化や大学等の経常経費で行


うよう基盤的経費の在り方を検討すべき、というまとめにしたい。 
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農林水産省 
事業名等 


（平成23年行政事業


レビュー事業番号） 


鳥獣被害防止総合対策交付金（0082） 


（強い農業づくり交付金（0066）・産地活性化総合対策事業（0080））


指摘内容 平成23年度においては、単年度の緊急対策枠（100億円）を含め、


総額約113億円を鳥獣被害防止総合対策交付金において措置していた


ところであるが、平成24年度概算要求においては、「強い農業づくり


交付金」の中で鳥獣被害防止総合対策を盛り込み、平成23年度の積み


残し分への対応も含め、平成23年度並の予算規模で要求している。 


過去の事業仕分けでは、「整備事業メニューに重点的比重を（推進


事業はいらない。地域に任せる。）」といった指摘もなされているが、


事業内容を見ると、指摘を踏まえた見直しが行われているとは言い難


い。 


また、国が直接採択事業により支援する「産地活性化総合対策事業」


及び国が裁量的に成果目標等に基づき都道府県に配分を行う「強い農


業づくり交付金」の平成24年度予算要求については、事業仕分け第1


弾で「鳥獣害防止対策事業」について「自治体の判断に任せる」とし


た評価結果や「国は、県をまたがる動物の移動等に関する情報管理に


特化すべき」との意見を踏まえたものとは言い難い。 


参 考 


（これまでの事業仕分


け結果等） 


 


○事業仕分け第１弾 事業番号３－４７ 


「鳥獣被害防止総合対策事業」 


・評価結果：自治体の判断に任せる 


・とりまとめコメント 


鳥獣被害防止の対策が重要な課題であることは認識しつつも、農水


省のソフト・ハードの施策については国が行うべきでないという判断


である。国は、県をまたがる動物の移動等に関する情報管理に特化す


べきとの意見も示された。当ＷＧは、事業の実施について自治体の判


断に任せる、との結論とする。 
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（例 3の事例） 


文部科学省 
事業名等 


（平成23年行政事業


レビュー事業番号） 


博士課程教育リーディングプログラム(H23新規0022) 


 


指摘内容 事業内容について一定の見直し及びテーマの厳選化を行っている


とのことだが、事業の大枠は変更されておらず、また平成24年度要求


において大幅な増要求がなされており、「見直しを要する」とされた


事業仕分け第3弾における評価結果を踏まえた対応が十分に行われて


いるとは言い難い。 


参 考 


（これまでの事業仕分


け結果等） 


 


○事業仕分け第３弾 事業番号Ａ－２５（２） 


「博士課程リーディングプログラム」 


・評価結果：見直しを要する 


・とりまとめコメント 


博士課程教育リーディングプログラムについては、全員が見直しを


要するということである。そこに書いてあるコメントの趣旨はおおむ


ねふたつ。ひとつは、リーディング大学院を作っていくというための


そのビジョンの方が先であって、その絵が描けた上で実行するために


予算が必要であるという順番だが、その点がまだ示されていない。ど


ういう大学院改革・博士課程改革をするのかということがまず示され


なければならない。それとの関連の中で初めて予算の話が出てくる。


もうひとつはグローバルＣＯＥプログラムにも言えることだが、国立


大学であれば運営費交付金、私立大学であれば私学助成の中でやるべ


きことが、博士課程教育リーディングプログラムで特別枠要望されて


いるのではないか。運営費交付金や私学助成の予算が増やせるかどう


かは全体としての議論があるが、本来、そういった形でやるべきこと


を、別途の形で支援するということは避けるべきである。というこの


ふたつの理由により、見直しを要するという結論としたい。 


十分理解していただいていると思うが、評価者みんなが、大学院・


大学がしっかりともっと良くなることを期待している。 
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経済産業省 


事業名等 


（平成23年行政事業


レビュー事業番号） 


東アジア経済統合研究協力事業（0043） 


東アジア経済統合研究協力拠出金（持続可能なバイオマス製造・利用


の促進）（0478） 


東アジア経済統合研究協力拠出金（省エネを始めとしたセクター別ア


プローチによる地球温暖化対策の推進）（0479） 


東アジア経済統合研究協力事業（H24新規0035） 


東アジア経済統合研究協力拠出金（H24新規0056） 


指摘内容 東アジア・アセアン経済研究センター（ERIA）への支援である東ア


ジア経済統合研究協力事業・拠出金については、24年度概算要求にお


いては計26億円と前年度予算計11億円から大幅な増要求となってい


る。 


仕分けの際に指摘された「諸外国にも応分の負担を求めるべき」と


の点について、現在まで、仕分け以前に拠出を実施又は表明していた


国のみが拠出しており、わが国が同センターの資金の太宗を負担して


いる構造に変化がない中で、新規事業の要求を含め大幅な増要求とな


っていることは、仕分け結果を踏まえた対応であるとは言い難い。 


参 考 


（これまでの事業仕分


け結果等） 


 


○仕分け第1弾2-66（１）東アジア経済統合研究協力事業 


・予算要求の縮減（２割）（とりまとめコメント：10 年間で約100 億円を


拠出することを国際的に約束しているが、一層の経費削減を行うとと


もに諸外国にも応分の負担を求めるべき。また、関連予算の見直しに


ついても省内で検討していただきたい） 


 


○「過去の事業仕分け等の反映状況の検証結果を踏まえた対応につ


いて」(指摘内容) 


・関連予算については縮減が図られているが、拠出金自体については


見直しが行われていない。 


 








規制・制度改革に関する分科会（第３クール）の進め方 


 


 


１．基本的な視点 


規制・制度改革は、財源を使わずに社会経済を活性化する重要な取組である。 


「規制・制度改革に関する分科会」（以下「分科会」という。）の第３クールの活


動においては、東日本大震災後の新たな社会経済を構築し、震災以前よりも力強い


新しい日本を再生するとの視点から、改革を進める。 


 


２．具体的な進め方 


（１）政府の優先課題に関する取組 


政府の優先課題に対応して、規制・制度面における必要な改革を推進するた


め、２つのワーキンググループを設置し、具体的な改革事項の検討を行う。 


①第１ワーキンググループ（復旧・復興／日本再生） 


・ 東日本大震災からの復旧・復興を支えるため、全国から被災地へのヒト・


モノ・カネの動きの加速、全国ベースでの防災機能の強化に資するような


規制・制度の見直しを検討する。 


・ 日本の社会経済の再生に資するような規制・制度改革事項のうち分科会


で取り組むべきもの（例えば、技術の進歩、長寿社会に資するイノベーシ


ョンの推進、質の高い商品・サービスの拡大に関するもの）について検討


する。 


・ 「日本再生のための戦略に向けて」（平成 23 年 8 月 5 日閣議決定）に掲


げられているＥＵ等との経済連携を通じた日本再生に資する観点から、貿


易及び国際投資の促進に向けた規制・制度の見直しを検討する。 


・ 具体的な改革事項の検討に当たっては、政府内の関係部局と必要な連携


を行う。 


 


② 第２ワーキンググループ（エネルギー） 


・ 「政府のエネルギー規制・制度改革アクションプラン」（平成 23 年 11 月


１日エネルギー・環境会議決定）を踏まえ、再生可能エネルギー及びそれ


に関連する規制・制度を中心に見直しを検討する。 


・ 過去に決定した改革事項のうち関連するもののフォローアップを行うと


ともに、必要に応じ新たな改革事項についても検討する。 


・ 具体的な改革事項の検討に当たっては、政府内の関係部局と必要な連携


を行う。 


  


資料３ 







 


（２）フォローアップ及び重点分野に関する取組 


上記（１）以外の分野において改革を推進するため、分科会は、以下の取組


を実施する。 


①フォローアップ 


・ 過去に決定した改革事項について、未だ実現していないものは、実現して


いない理由の分析・検証が必要である。かかる観点からフォローアップの方


針を策定し、同方針に基づき、フォローアップを先行して実施する。 


②重点分野 


・ 分科会での議論を踏まえ、農業や医療、ＩＴを中心に重点的に取り組むべ


き分野を定め、具体的な改革事項の検討を行う。 


 


（３）「国民の声」・各種団体からの要望への対応等 


上記に加え、分科会は、以下の取組を行う。 


・ 「国民の声」や各種団体からの要望について、その内容を事務局にて整理


し、分科会等で議論することが適当な案件は、分科会等で取り扱う。 


・ 規制全般について、国際基準との整合性、規制と自己責任のバランス、規


制の改廃手続の透明性向上・ルール化の視点を踏まえ、見直しに向けた考え


方を検討する。 


 


３．スケジュール 


以上の取組について、成果の上がったものについては随時取りまとめを行うとと


もに、平成 24 年６月を目途に最終取りまとめを行う。 


 








 


行政刷新会議ワーキンググループ「提言型政策仕分け」 


国会議員評価者について 


 


 


仙谷 由人   衆議院議員 


 


 


吉良 州司   衆議院議員 


 


階  猛      衆議院議員 


 


玉木 雄一郎     衆議院議員 


 


辻元 清美   衆議院議員 


 


寺田 学    衆議院議員 


 


大塚 耕平   参議院議員 


 


亀井 亜紀子     参議院議員 


 


藤本 祐司   参議院議員 


 


（敬称略） 
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平成２３年１１月１１日 


内閣府行政刷新会議事務局 


 


行政刷新会議ワーキンググループ「提言型政策仕分け」の開催について 


 


標記会議について下記のとおり開催する予定ですので、お知らせいたします。なお、本会議は一


般に公開して行います。 


 


記 


 


１．開催日 


平成23年11月20日（日）、21日（月）、22日（火）、23日（水・祝日） 


（注）詳細な時間は別途行政刷新のＨＰ等で公表いたします。 


 


２．開催場所： サンシャインシティ文化会館３階展示ホールＣ（東京都豊島区東池袋３－１） 


  （開催場所ホームページ http://www.sunshinecity.co.jp/ ） 


 


＜会議開催場所へのアクセス＞ 


・東池袋駅（東京メトロ有楽町線）より徒歩3分 


・池袋駅（JR 山手線・埼京線・東北＜宇都宮＞線・高崎線、東京メトロ丸の内線・有楽町線・副


都心線、西武池袋線、東武東上線） より徒歩8分 


・都電荒川線 東池袋四丁目停留所より徒歩4分 


（※ 有料駐車場（1,800台、24時間）もございます。） 


 


３．「提言型政策仕分け」について 


提言型政策仕分けでは、無駄や非効率の根絶といったこれまでの視点にとどまらず、主要な歳


出分野を対象として、政策的・制度的な問題にまで掘り下げた検討を行い、改革を進めるに当た


っての検討の視点や方向性を整理します。当日は、２つのワーキンググループにおいて仕分けを


実施します。それぞれの開催日における仕分けの対象については別途公表いたします。 


 


４．議事の公開 


 議事は公開で行います。 


また、４つの事業者によるインターネットライブ中継を予定しております。 


 


５．傍聴希望者の受付 


 事前の登録は不要ですので、会議開催時に現地にお越し下さい。ただし、会場の都合（２会場


で合計座席数３００名程度）上、一定の人数に達したときには、座席が確保できず立ち見をお願


いする場合や入場を制限させていただく場合がございますので、その際はご了承下さい。 


なお、入場時にセキュリティチェック（手荷物検査、金属探知機による検査）が行われます。


また会場内において、係員が身分証明書等本人の確認ができるもののご提示を求める場合がござ


います。 
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６．傍聴の際の注意点 


・ 当日の評価結果が、当該事業・制度に対する 終判断となるものではありません。 


・ 限られた時間内で円滑に審議を進行させるため、係員の誘導・指示には従って下さい。審議


の妨害になるような行為（ビラ、プラカード等の持ち込み、鉢巻、ゼッケン等の着用による示


威的行為など）は、慎んで下さい。 


 ・ 携帯電話は、マナーモードにするか、電源をお切り下さい。 


・ 会場での録画、録音及び撮影の制限はございませんが、その使用に関しては、方法・状況等


によりトラブルの原因となることもありますので、「使用者の責任」においてご活用されますよ


うご承知おき下さい。 


・ 会議場における言論に対して賛否を表明し、また拍手をすることはできません。また、傍聴


の方からのご質問はお受けいたしません 


・ 会場内にトイレはありませんのでご注意ください。 


・ 会場への入場の際には、必ずセキュリティチェックを受けていただきます。セキュリティチ


ェックを受けていない方は会場にお入りいただけません。チェック後にお渡しする「証明シー


ル」を会場内各所にて確認します。見えやすいところに貼り、紛失なさらぬようお願いします。 


・ 会場出口にて全員の「証明シール」を回収しています。再入場される方は再度セキュリティ


チェック及び受付をお受けいただきます。ご理解の上、ご協力をお願いします。 


・ 危険な物を持っている方、酒気を帯びている方、その他秩序維持のため必要があると認めら


れる方の傍聴はお断りいたします。 


・ 多くの方に傍聴していただくため、来場者の状況により入場制限や途中での入替えをお願い


することがございます。ご理解の上、ご協力をお願いします。 


・ 事務局の指定した場所以外に立ち入ることはできません。各仕分け会場への出入りは自由で


すが、仕分けの妨げにならないようお願いいたします。 


・ 手荷物・貴重品等の管理は各自にてお願いします。 


・ 会場内でのお食事はご遠慮下さい。また、会場内は禁煙です。 


・ 当日、建物は「提言型政策仕分け」来場者以外の団体等も使用しています、他団体等の迷惑


にならないようご協力をお願いします。 


 
 


 ※ 以上の事項に違反したときは、退場していただくことがあります。 
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提言型政策仕分けの対象となる政策・施策・事業（案） 
 


 


【ワーキンググループＡ】 


 


◎ 科学技術（研究開発）＜内閣府・文部科学省＞ 


 ○研究開発のあり方・実施方法 


 


◎ 教育（大学）＜文部科学省＞ 


 ○大学改革の方向性のあり方 


 


◎ 中小企業＜経済産業省＞ 


○中小企業支援施策 


【取り上げる事業】 


   ・新事業活動促進支援補助金、戦略的基盤技術高度化支援事業、中小商業活力向上事業、地域商業再生事業 


 


◎ 原子力・エネルギー等＜経済産業省、文部科学省、国土交通省、環境省＞ 


 ○原子力関係研究開発 


  【取り上げる事業】 


   ・＜文部科学省＞（独）日本原子力研究開発機構運営費交付金・施設整備費、熱核融合研究開発（ＩＴＥＲ計画） 


・＜経済産業省＞発電用新型炉等技術開発委託費 


 ○原子力発電所の立地対策等 


  【取り上げる事業】 


   ・＜経済産業省＞電源立地地域対策交付金（文部科学省と共管）、原子力発電環境整備機構による最終処分事業、


原子力環境整備促進・資金管理センターによる最終処分・再処理に係る積立金、地層処分実規模設備等事業 


 ○省エネルギー、再生可能エネルギー利用等の促進方策 


  【取り上げる事業】 


   ・＜経済産業省＞住宅・建築物のネット・ゼロ・エネルギー化推進事業、地熱資源開発促進調査事業、戦略的省


エネルギー技術革新プログラム 


   ・＜国土交通省＞ゼロ・エネルギー住宅等の推進 


   ・＜環境省＞節電リフォーム推進エコポイント事業、自然共生型地熱開発のための掘削補助事業、地球温暖化対


策技術開発等事業 


 ○原子力・エネルギー等予算のあり方等 


 


◎ 公共事業＜国土交通省＞ 


 ○中長期的な公共事業のあり方 


 ○災害に強い国土づくり 


【取り上げる事業】 


   ・治水事業、海岸事業、港湾事業 
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【ワーキンググループＢ】 


 


◎ 地方財政＜総務省＞ 


○地域主権型の地方税財政のあり方 


 


◎ 情報通信＜総務省＞ 


 ○電波行政のあり方（新たな周波数の割当て等） 


 ○電波利用料の活用 


【取り上げる事業】 


   ・「電波資源拡大のための研究開発等」などの電波利用料を財源とする事業 


 


◎ 外交（在外公館）＜外務省＞ 


○外交戦略における在外公館の役割 


 


◎ 社会保障＜厚生労働省＞ 


○医療サービスの機能強化と効率化・重点化 


 ○後発医薬品の使用促進など薬の有効な使用策 


 ○介護サービスの機能強化と効率化・重点化 


○年金制度（安定的な年金財政運営等） 


 ○生活保護の見直し（生活保護医療の見直し等） 


 ○雇用（雇用政策の効果の検証、雇用保険の運営等） 


 ○持続可能な社会保障制度のあり方 


 


◎ 農業＜農林水産省＞ 


○農業政策における各種支援 


 【取り上げる事業】 


  ・協同農業普及事業交付金、６次産業化総合推進対策、地域における産学連携支援事業、農地制度実施円滑化事


業費補助金、飼料穀物備蓄対策事業、酪農環境負荷軽減支援事業、環境保全型農業直接支払対策 


 


 


（注） ＜ ＞は担当となる府省 


 


 





